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◆◇◆ お 知 ら せ ◆◇◆ 

 

■「Safe Work OITA 令和５年度 年末年始無災害運動」の実施について（大分労働局） 

年末年始は、慌ただしく、生活のリズムも変わりやすく、また、大掃除や機械設備の保守点検等の非

定時作業が多くなります。例年この時期には、全国で死亡労働災害が多発しており、大分県において

も過去 20 年間に 61 人もの尊い生命が失われているところです。 

このようなことから、年末年始における死亡労働災害をはじめとした労働災害の防止を図るため、令

和 5 年 12 月 1 日から令和 6 年 1 月 15 日までの間、「Safe Work OITA 令和５年度 年末年始無災害

運動」を実施要領のとおり実施します。 

事業場におかれましては、本運動実施要領の趣旨を十分ご理解の上、取組を実施していただきま

すようお願いいたします。 

◆令和 5 年度 年末年始無災害運動 実施要領（大分労働局）→ 

https://oitas-johas.sakura.ne.jp/wp01/wp-content/uploads/2023/11/R5_musaigai_oita.pdf 

◆令和 5 年度 年末年始無災害運動（中央労働災害防止協会）→ 

https://www.jisha.or.jp/campaign/musaigai/ 

 

 

■リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定について（厚生労働省） 

事業者による自律的な化学物質管理の一環として、労働安全衛生規則の改正により、令和６年４月

１日から、リスクアセスメント対象物健康診断の実施が義務付けられます。 

事業者、労働者、産業医、健康診断実施機関及び健康診断の実施に関わる医師等にこれらの健康

https://oitas-johas.sakura.ne.jp/wp01/wp-content/uploads/2023/11/R5_musaigai_oita.pdf
https://www.jisha.or.jp/campaign/musaigai/


診断の趣旨・目的を正しく理解いただき、その適切な実施が図られるよう、基本的な考え方及び留意す

べき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」を策定しました。厚生労働

省では、今後、本ガイドラインの周知等を行ってまいります。 

 

◆報道発表→ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35778.html  

◆ガイドラインの概要→ https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001156455.pdf 

◆ガイドライン→ https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001156454.pdf 

 

 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について、内容並びに関係法令等は以下のウエ

ブサイトをご覧ください。 

◆化学物質による労働災害防止のための新たな規制について 

～労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第 91号（令和４年５月 31日公

布）等の内容～ →  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html 

 

◆労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第 121 号（令和５年９月 29 日公

布）・・・別表等の一部改正等→ 

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001150522.pdf 

 

◆労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について（令和４年５月３１日付け基発 0531

第９号）→ https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000945516.pdf 
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 ※メールアドレスの変更、配信停止、ご意見・ご感想は、info@oitas.johas.go.jp 

までお願いします。皆様のご意見をお待ちしています。 

  今月も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

 独立行政法人 労働者健康安全機構  大分産業保健総合支援センター 

 〒８７０－００４６ 大分市荷揚町３番１号 いちご・みらい信金ビル６階 

 ＴＥＬ：０９７－５７３－８０７０ ＦＡＸ：０９７－５７３－８０７４ 

    https://oitas.johas.go.jp / E-mail: info@oitas.johas.go.jp 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35778.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001156455.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001156454.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001150522.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000945516.pdf
mailto:info@oitas.johas.go.jp
https://oitas.johas.go.jp/
mailto:info@oitas.johas.go.jp

